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当社は、指定商品「かばん類」について登録商標「〇〇〇」を有しています。
インターネット検索エンジンの検索結果において、他社商品（かばん）に関するインターネッ
トサイトを表示するためのタイトルタグおよびメタタグに当社の登録商標「〇〇〇」が無断
で使用されていることが判明しました。このような行為は、当社の商標権の侵害にならない
のでしょうか。� （愛知県　Ｉ．Ｓ）

特許業務法人　藤本パートナーズ　白井 里央子◇弁理士

１．タイトルタグおよびメタ

タグとは

タイトルタグは、インターネットの

サイトやページにタイトル（題名）を

つけるためのHTMLタグの一種です。

タイトルタグは、検索サイトにおける

検索結果（以下、検索結果）に大きく

表示されるだけでなく、ブラウザタブ

やブックマークなどの名称としても使

用されるため、ユーザーの一番目につ

く表示となります。

次に、メタタグとは、ウェブページ

の設定や情報等を伝えるHTMLタグ

の一種であり、多くの場合、検索結果

でページの説明文として表示されま

す。たとえば、下記の検索結果では、

「『発明』誌 WEB版 - 一般社団法人発

明推進協会」の部分はタイトルタグ、

その下の「発明誌は、明治38年（1905

年）創刊の……」の説明部分はメタタ

グです。

２．本件の問題点

本件では、かばんに関するインター

ネットサイト上に貴社の登録商標（以

本件では、他社が、貴社登録商標と

同一の他社標章をHTMLファイルに

メタタグまたはタイトルタグとして記

載することにより、検索結果において

他社サイトの内容の説明文、概要、ウェ

ブページタイトルとして他社標章が表

示され、これらが他社サイトにおける

商品「かばん」の出所等を表示し、ユー

ザーの目に触れることによって顧客が

他社サイトにアクセスするように誘引

するものといえる場合には、他社の上

記行為は、商標的使用にあたる可能性

があると考えられます。

４．参考となる判例

メタタグまたはタイトルタグとして

の標章の使用について争われた判例と

して、下記のものがあります。

①   平成16年（ワ）12032号「クルマの

110番事件」

② 平成24年（ワ）21067号「IKEA事件」

本件において、他社の行為が貴社商

標権を侵害するか否かは事案の内容に

応じて個別具体的に判断されることに

なりますので、上記判例等を参考に、

専門知識を有する弁理士または弁護士

にご相談ください。

下、貴社登録商標）が表示されている

のではなく、そのインターネットサイ

トを表示するためのタイトルタグおよ

びメタタグとして貴社登録商標が無断

で使用されています。

したがって、他社がタイトルタグお

よびメタタグとして貴社登録商標と同

一の標章（以下、他社標章）を使用す

る行為が商標としての使用と認めら

れ、貴社商標権を侵害するかどうかが

問題となります。

３．商標権侵害に該当するか

一般に、事業者が、その商品または

役務（以下、商品等）に関してインター

ネット上にウェブサイトを開設した際

のページの表示は、その商品等に関す

る広告であるということができます。

そのため、インターネットの検索サイ

トにおいて表示される当該ページの説

明についても同様に、その商品等に関

する広告であるというべきであり、こ

れが表示されるようにHTMLファイ

ルにタイトルタグやメタタグを記載す

ることは、商品等に関する広告を内容

とする情報を電磁的方法により提供す

る行為（２条３項８号）にあたるとい

えます。


